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1 『助さん』とは

『助さん』は、多面的機能支払交付金制度における活動計画書や活動記録、金銭

出納簿等の報告書作成事務を手助けするために開発されたシステムです。 

多面的機能支払交付金を活用した活動の流れと『助さん』の利用場面を示します。 

 助    利用場面 

設立総会等を開催し、規約や協定書、

活動計画の案を作成。 

総会で構成員からの合意を得ます。 

Ⅰ 組織の設立

市町村に協定書等を提出。 

協定を結びます。 

活動計画書等を作成し、地域協議会に

提出。採択の申請を行います。 

活動組織の基本情報（組織名、代表

者等）を『助さん』に登録します。 

活動計画を『助さん』に登録します。 

※登録した内容を元に活動計画書

をExcel ファイルに出力できます。 

活動に必要な交付金を申請。地域協議

会から交付金が支払われます。 

活動計画に基づき、活動を実施。 

実施した活動内容や金銭収支は記録し

ておきます。
記録していた活動内容や金銭収支を

『助さん』に登録します。

１年間の活動記録を取りまとめ、活動記

録、金銭出納簿、実施状況報告書等を

作成。市町村に提出します。 

『助さん』に登録した活動内容や金銭

収支を元に活動成果を作成します。

※活動記録、金銭出納簿、実施状

況報告書等が最新の様式で Excel

ファイルに出力できます。

活動の流れ

Excel

Ⅵ 活動の報告

Ⅴ 活動の実施・記録

Ⅳ 交付金の申請

Ⅲ 採択の申請

Ⅱ 協定の締結

Excel 

日々活動 
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『助さん』では、以下の報告書作成事務支援が行えます。 

① 活動組織の活動計画を登録することができます。 

② 日々の活動内容や金銭収支の記録を元に、島根県活動指針に準じた活動内容、

金銭収支の登録をすることができます。 

③ 点検・機能診断結果を登録することができます。 

④ 農地維持の活動写真を登録することができます。 

⑤ 委託作業の作業日報を登録することができます。 

⑥ 登録した活動内容、金銭収支から、1 年間の活動成果が登録できます。 

⑦ 『助さん』に登録したデータ（上記①～⑥）から、最新の様式に対応したそれぞれ

の報告書を Excel ファイルに出力できます。 

対応している報告書は以下のものです。 

（様式第１－３号）活動計画書（*1） 

（様式第１－６号）活動記録 

（様式第１－7号）金銭出納簿 

（参考資料）点検機能診断結果 

（参考資料）作業写真整理帳 

（参考資料）作業日報－現場説明 

（参考資料）作業日報－完了検査 

（様式第 1－８号）実施状況報告書 

（*1）活動計画書の「別紙 協定対象区域図面」は『助さん』では作成できません。 

   別途、作成してください。 

以上 


